
策定に当たって 
 
 
都は、平成 年 月に「 年後の東京」を策定し、この中で「 年間で障

害者雇用の 万人増加」という目標を掲げました。

平成 年 月に設置した東京都障害者就労支援協議会では、平成 年

月に「首都 障害者就労支援行動宣言」及び宣言達成のための具体的取組

である「障害者雇用・就労推進 プラン（行動指針）」を策定し、協議会に

集う関係機関が連携しながら、障害者雇用の増加を目指して多様な取組を進め

てきました。平成 年 月に策定した「東京都長期ビジョン」においては、

新たに「 年度末までに障害者雇用を 万人増加」との目標を掲げ、平成

年 月に策定した「 年に向けた実行プラン」においても引き継ぎましたが、

令和元年６月で 万人増の目標を達成いたしました。今後は、令和３年３月に

策定した「『未来の東京』戦略」で掲げた「 年度末までに障害者雇用を 万

人増加」の目標に取り組んでいくことになります。

最近の障害者雇用情勢を見ると、東京の障害者雇用数（令和 年 月 日現

在）は、 人と過去最高を更新したものの、民間企業全体の雇用率は

％と、依然として法定雇用率を下回っています。

さらに、令和 年 月から民間企業の法定雇用率が ％から ％に引き上

げられたことに加え、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範

囲が、従業員 人以上から 人以上に変わるなど、障害者雇用を取り巻

く状況は大きく変化し、障害者雇用の促進に向けた就労支援・就労定着支援の

必要性が一段と高まっています。

こうした中で、就職を希望する障害者を関係機関が連携し、企業等につなぐ

とともに、就職後の定着支援、離職者の再就職支援、国・都等公的機関におけ

る雇用、雇用の場と機会の拡大等、障害者の就労を支援する取組をさらに強力

に推進していく必要があります。

協議会は、令和４年度の事業計画「障害者雇用・就労推進連携プログラム 」

を策定し、障害者雇用に向けた取組や関係機関連携を着実に進めてまいります。

策定に当たって策定に当たって
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　東京には、「ハローワーク」が１７か所、主な就労支援機関として、「障害者
就業・生活支援センター」が６か所あるほか、東京都独自の「区市町村障害者就労支
援センター」が５１区市町に設置されています。また、専門的な支援機関として、東
京障害者職業センターなどがあります。
　そして、生徒全員の企業就労をめざす、知的障害特別支援学校高等部における専門
学科の設置も進められています。
　さらに、東京障害者職業能力開発校、都立職業能力開発センター（一般校）におけ
る障害者職業能力開発訓練などの職業訓練が実施されています。
　一方で、就労支援機関等と連携し、様々な工夫をしながら障害者雇用に積極的に取
り組む企業も多くあり、経済団体においても障害者雇用に関する普及啓発等の取組が
行われています。
　今後も、これらの関係機関の連携をさらに強化し、「『未来の東京』戦略」で掲げ
た「2030年度末までに障害者雇用を４万人増加」という新たな目標の実現に向けて、
障害者一人ひとりの就労と職場定着を図っていきます。
　そのため、以下のように、４つの宣言に基づき、１０の視点、２０の行動を掲げて
取り組みます。

障害者雇用・就労推進TOKYOプラン（行動指針）

（宣言１） 社会全体で支援します！ ～障害者一人ひとりの雇用と就労～

（宣言２） 就労移行を推進します！ ～福祉施設から企業へ～

（宣言３） 雇用機会を拡大します！ ～障害特性に応じて～

（宣言４） ミスマッチを解消します！ ～「働きたい」と「雇いたい」～
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合計
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東京の障害者雇用に係る施策の展開

１ 東京の障害者雇用の現状

【民間企業に雇用されている障害者の数は着実に増加】

雇用情勢の改善が続く中、障害者の雇用状況については、令和３年６月１日

現在、都内の民間企業の雇用障害者数は着実に増加し、 人と過去最

高となりました。（図１）

また、障害者実雇用率は ％（図２）で、 人以上規模企業の実雇用

率は ％と法定雇用率を上回っていますが、 人から 人未満規模企

業では ％、 人から 人未満規模企業では ％と、中小企業で依

然として低い水準にあります。さらに、全体として雇用率達成企業の割合は

％にとどまっており、全国に比べると低い状況にあり雇用機会の拡大を図

ることが必要です。 表１

＊ 法定雇用率は令和３年３月より ％から ％に引上げとなりました。

また、これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業

者 人以上から 人以上に変わりました。

都内民間企業の雇用障害者数及び障害者雇用率の推移（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

（図１）  障害者雇用者数の推移    （図２） 障害者雇用率の推移 

都内民間企業の障害者雇用(令和 3 年 6 月 1 日現在) （表１）

東東京京のの障障害害者者雇雇用用にに係係るる施施策策のの展展開開

（％） 

（東京労働局調べ） 

（千人）

（東京労働局調べ） 

【障害者の就職件数は回復】

一方、令和３年度の都内ハローワークを通じて就職した障害者の就職件数は

人となり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年度比で

％増加となっていますが、コロナ禍前の水準には回復していない状況です。

就職件数を障害種別に見ますと、身体障害者が 人（＋ ％）、知的障

害者が 人（＋ ％）、精神障害者が 人（＋ ％）、その他の障害

者が 人（＋ ％）となっており、精神障害者が全体の ％を占めてい

ます。

障害者の就職件数の推移（障害種別） 
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東京労働局調べ
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【障害者の就職件数は回復】

一方、令和３年度の都内ハローワークを通じて就職した障害者の就職件数は

人となり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２年度比で

％増加となっていますが、コロナ禍前の水準には回復していない状況です。

就職件数を障害種別に見ますと、身体障害者が 人（＋ ％）、知的障

害者が 人（＋ ％）、精神障害者が 人（＋ ％）、その他の障害
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２ 国の取組 
【取組の方針】

障害者雇用状況が依然として低調な中小企業に対し、障害者雇用の理解促進、

不安の解消を図り、雇用の拡大に努めます。

また、全国のハローワークのネットワークを生かした職業紹介、雇用支援を

行い、法定雇用率達成割合の早期改善を図ります。

【令和４年度の主な取組】

・指導基準に基づいた厳正な雇用率達成指導 
・企業の雇用課題に対応した指導・支援 
・公的機関に対する指導 
・障害者個々人に応じた就職支援 
・関係機関とのチーム支援による就職支援 
・障害特性に応じたきめ細かな支援 

 

障障害害者者雇雇用用納納付付金金制制度度 

法定雇用障害者数 

法定雇用障害者数を下回っている事業主  

雇用している障害者数  不足数 

納付金 

法定雇用障害者数を超えている事業主  

雇用している障害者数  

調整金・報奨金 

  
＊＊障障害害者者雇雇用用納納付付金金制制度度のの対対象象事事業業主主  

平平成成 2222 年年 77 月月～～  
常常用用労労働働者者 220000 人人をを超超ええるる事事業業主主   

平平成成 2277 年年 44 月月～～  
常常用用労労働働者者 110000 人人をを超超ええるる事事業業主主  

1 人当たり 
50,000 円/月 

（独）高齢・障害・求

職者雇用支援機構 

障害者雇用調整金 
1 人当たり 27,000 円/月 
（常用労働者１００人超） 

報奨金 
1 人当たり 21,000 円/月 
（常用労働者１００人以下） 

各種助成金 
障害者のために実施する施設・

設備の改善、労務管理、福利厚

生措置等への助成。 

障害者雇用調整金 
特例短時間労働者を雇用す

る事業主に対し支給  

在宅就業障害者特例 
調整金・報奨金 

在宅就業障害者に仕事を発
注した事業主に対し、支払っ
た業務の対価に対し支給 

 

３ 障害者の就労支援の主な取組

都は下記計画に基づき、障害者就労支援協議会に参加する団体等と連携して、障

害者の就労支援に取り組んでいます。

「未来の東京」戦略（令和３年３月策定）

【戦略６ダイバーシティ・共生社会戦略「障害者の働き方」をひろげるプロジェクト】

障害者が自らの意思に基づき、いきいきと働ける社会を実現するため、障害者の働

く機会を拡大するとともに、就労支援や定着支援の取組を実施。 年度から

年度までに、障害者雇用 万人増加を目標とする。

東京都障害者・障害児施策推進計画（令和３年６月策定）

東京都障害者計画と第６期東京都障害福祉計画及び第２期東京都障害児福祉計画

の３つの性格を併せ持つ計画として一体的に作成されています。

障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機

会を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者が能力や適性に応じ

て、仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指します。

特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画（令和４年３月策定）

職業的な自立を推進する就労支援体制の整備など教育・福祉・医療・保健・労働等

の関係機関との積極的な連携を進める。

【身近な地域の就労支援機関の設置による障害者の支援】（福祉保健局）

区市町村障害者就労支援センター（５１区市町）と障害者就業・生活支援センタ

ー（６か所）を設置し、職場開拓や就職準備、職場定着などの就労面の支援と就労

に伴う生活面の支援を一体的に提供しています。

企業に対しても、業務内容の提案、定着に向けたノウハウの提供を行っています。

【企業等での職場見学・職場実習・職業訓練】

（１）職場体験実習開拓・紹介事業（障害者雇用就業総合推進事業）（しごと財団）

障害者雇用支援アドバイザーが実習業務の切り出しなど、受入れに当たっての

アドバイスを行いながら、実習先企業を開拓し、面談会等を通して地域の就労支

援機関へ紹介します。

（２）職業訓練・委託訓練（産業労働局・しごと財団）

障害者を対象とした東京障害者職業能力開発校等で職業訓練を実施するとと

もに、企業等の現場を活用した職業訓練の機会を提供する委託訓練を実施します。
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に伴う生活面の支援を一体的に提供しています。

企業に対しても、業務内容の提案、定着に向けたノウハウの提供を行っています。

【企業等での職場見学・職場実習・職業訓練】
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スキルを付与するための実践的な研修や、医療機関との連携をスムーズにするた

めの情報交換スキルを向上する研修を行うとともに、就労定着支援事業所等の定

着支援スキルを向上する研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向上

を図ります。

（４）精神障害者就労定着連携促進事業（福祉保健局）

精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、医療機関連携コーディネーターの配

置により、医療機関・就労支援機関・企業等が連携して就労支援を行い、精神障

害者の就労定着支援の充実を図ります。

（５）就労移行支援事業におけるテレワーク等支援力向上事業（福祉保健局）

就労移行支援事業所等向けに、新しい日常におけるテレワーク等の多様な働き

方に対応するための研修や事例紹介等を行い、障害者の円滑な就職活動及び就労

促進・定着を図ります。

【雇用の場と機会の拡充】

（１）チャレンジ雇用への取組（産業労働局・福祉保健局・教育庁）

都庁で知的・精神障害者を一定期間雇用し、業務の経験を踏まえて一般企業へ

の就職の実現を図ります。平成２８年度からは都庁内に「東京チャレンジオフィ

ス」を開設し、知的障害者及び精神障害者が会計年度任用職員や短期実習生とし

て、それぞれのニーズや適性に応じた就労経験を積む機会を提供することで、一

般企業への就労を支援します。

（２）「 障害者マッチング応援フェスタ」の実施（産業労働局・東京労働局・しごと

財団）

東京都、東京労働局、東京しごと財団が連携して、障害者を対象に合同就職面

接会や職場体験実習面談会を実施します。

また、業界団体とも連携し、講演やパネルディスカッションなども併催し、面

接に参加する障害者の就職準備度向上や障害者雇用に係る理解を促進します。

【雇用に取り組む中小企業への支援】

（１）東京ジョブコーチ支援事業（しごと財団）

所定の研修を修了した東京ジョブコーチが障害者を雇用する職場に出向き、職

場環境の調整、通勤やコミュニケーション、テレワークの支援など職場に定着す

るための支援を行っています。

（２）企業向け普及啓発セミナー（産業労働局・福祉保健局・教育庁、東京労働局）

 

【障害者を支援する人材の育成】

（１）障害者就労支援体制レベルアップ事業（福祉保健局・東京障害者職業センター）

就労支援センター、就労移行支援事業者等就労支援機関の職員を対象に、障害

者の就労支援を行う上で必要な知識・情報・技術・コミュニケーション能力の習

得に資する研修を実施します。

（２）就労支援に関する助言・援助・実務的研修の提供（東京障害者職業センター）

就労支援機関に対して、アセスメントの方法等、就労支援に関する技術的助

言・援助の実施、就労支援機関からニーズが多いテーマを設定した「就労支援課

題別セミナー」の開催、南関東エリアにおける就労支援機関の実務経験者を対象

にアセスメントの向上を目的とした「就業支援実践研修」の開催、また訪問型ジ

ョブコーチ等に対して、ジョブコーチ養成研修を実施するとともに、ジョブコー

チ養成研修、及びジョブコーチ支援スキル向上研修の修了者へのサポート研修を

実施しています。

（３）就労支援機関連携スキル向上事業（福祉保健局）

就労支援機関等を対象に、雇用導入期の企業へのアプローチ・マッチング等の

  職場体験実習面談会 

（チラシ） 

職場訓練・委託訓練 

事業案内（パンフレット）  
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産業労働局・福祉保健局・教育庁の３局連携及び東京労働局の共催による企業

を対象としたセミナーを実施しています。

（３）障害者雇用促進ハンドブックの作成・配布（産業労働局）

障害者雇用に当たっての留意点のほか、雇用支援制度や地域の関係機関を紹介

する「障害者雇用促進ハンドブック」を作成し、広く配布しています。

（４）障害者雇用就業サポートデスク（障害者雇用就業総合推進事業）（しごと財団）

障害者・企業等に対し、テレワークを含む障害者雇用就業支援に係る丁寧な情

報提供及び相談対応（オンラインを含む）を実施します。

（５）障害者雇用実務講座の実施（障害者雇用就業総合推進事業）（しごと財団）

障害者雇用未経験の中小企業人事担当者を対象に、障害者雇用に必要な基礎知

識・ノウハウを学べる講座（３日間・年６回）を実施し、障害者雇用（採用手続・

雇用管理）を中核的に進める人材を養成します。

（６）障害者雇用ナビゲート事業（障害者雇用就業総合推進事業）（しごと財団）

初めて障害者を雇用する中小企業を対象に、専門のナビゲーターが雇用前の職

場環境等の整備から採用手続き、採用後の雇用管理に至るまで一貫した支援を長

期的に行っていきます。

（７）テレワーク活用による障害者雇用促進モデル事業（障害者雇用就業総合推進事

業）（しごと財団）

初めて障害者のテレワークに取り組む企業を対象に、テレワークの導入コンサ

ルティングから運用・定着までを一体的に支援するモデル事業を実施し、その事

例を広く発信します。

    テーマ･開催日 

教育庁 

テーマ 都立特別支援学校生徒のインターンシップの受け入れに関する個別相談会 

開催日 
令和 4年 1月 31日～ 2月 2日 

（オンライン） 
参加者 26社参加 

福祉保健局 

テーマ 障害者雇用、関係機関が支えます！ 

開催日 
令和 4年 2月 4日 ～ 3月 3日 

（オンデマンド配信） 
参加者 52名申込 

産業労働局 

テーマ 企業向け障害者雇用普及啓発セミナー 

開催日 令和 4年 3月 参加者 
新型コロナウイルス感染

拡大の影響により中止 

 

（８）企業向けワークショップの実施（東京障害者職業センター）

障害者雇用の経験に応じた雇用管理のノウハウに関して様々なテーマを設定

した、企業の担当者向けのワークショップを実施しています。

（９）中小企業のための障害者雇用支援フェア（産業労働局・東京労働局・高齢・障害・求

職者雇用支援機構東京支部）

障害者雇用に取り組もうとする中小企業を対象に、障害者雇用に係る支援制度

や支援機関等を紹介し、障害者雇用について理解を深めてもらうための「障害者

雇用支援フェア」を東京都と東京労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構東京

支部の 者主催により開催し、中小企業における障害者雇用の推進を図ります。

（ ）中小企業障害者雇用支援助成事業（産業労働局）

国の特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース又は発達障害者・難治

性疾患患者雇用開発コース）（以下「特開金」といいます。）の対象となる障害者

を雇用し、特開金の助成対象期間満了後も引き続き雇用する中小企業に対し３年

間助成金を支給します。

（ ）障害者安定雇用奨励事業（産業労働局）

障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善に取り組む事業主に対して、奨励金を

支給します。

（ ）難病・がん患者就業支援事業（産業労働局）

難病・がん患者が安心して職場で活躍できるように、治療と仕事の両立に配慮

して、雇入れや就業継続に必要な支援を行う事業主に対し、奨励金を支給します。

（ ）障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度（産業労働局）

障害者が社会の中で生き生きと活躍できるよう、障害者雇用において特色ある

優れた取組を行っている企業を顕彰するとともに、好事例の発信を行います。

（ ）中小企業障害者雇用応援連携事業（産業労働局・しごと財団・東京労働局）

東京都、東京しごと財団、国（東京労働局・ハローワーク）、都内障害者就労

支援機関が連携し、都内障害者就労支援機関に配置した支援員により、障害者雇

用を進めていく必要のある中小企業を個別訪問し、企業ニーズに応じた情報提供

支援メニューの提案等を行います。

（ ）職場内障害者サポーター事業（産業労働局・しごと財団）

都内企業の人事担当者や障害者と共に働く社員に対し、障害者支援のノウハウ

が学べる養成講座を実施するとともに、一定の条件を満たした企業に対し、奨励
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（８）企業向けワークショップの実施（東京障害者職業センター）

障害者雇用の経験に応じた雇用管理のノウハウに関して様々なテーマを設定

した、企業の担当者向けのワークショップを実施しています。

（９）中小企業のための障害者雇用支援フェア（産業労働局・東京労働局・高齢・障害・求

職者雇用支援機構東京支部）

障害者雇用に取り組もうとする中小企業を対象に、障害者雇用に係る支援制度

や支援機関等を紹介し、障害者雇用について理解を深めてもらうための「障害者

雇用支援フェア」を東京都と東京労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構東京

支部の 者主催により開催し、中小企業における障害者雇用の推進を図ります。

（ ）中小企業障害者雇用支援助成事業（産業労働局）

国の特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース又は発達障害者・難治

性疾患患者雇用開発コース）（以下「特開金」といいます。）の対象となる障害者

を雇用し、特開金の助成対象期間満了後も引き続き雇用する中小企業に対し３年

間助成金を支給します。

（ ）障害者安定雇用奨励事業（産業労働局）

障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善に取り組む事業主に対して、奨励金を

支給します。

（ ）難病・がん患者就業支援事業（産業労働局）

難病・がん患者が安心して職場で活躍できるように、治療と仕事の両立に配慮

して、雇入れや就業継続に必要な支援を行う事業主に対し、奨励金を支給します。

（ ）障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度（産業労働局）

障害者が社会の中で生き生きと活躍できるよう、障害者雇用において特色ある

優れた取組を行っている企業を顕彰するとともに、好事例の発信を行います。

（ ）中小企業障害者雇用応援連携事業（産業労働局・しごと財団・東京労働局）

東京都、東京しごと財団、国（東京労働局・ハローワーク）、都内障害者就労

支援機関が連携し、都内障害者就労支援機関に配置した支援員により、障害者雇

用を進めていく必要のある中小企業を個別訪問し、企業ニーズに応じた情報提供

支援メニューの提案等を行います。

（ ）職場内障害者サポーター事業（産業労働局・しごと財団）

都内企業の人事担当者や障害者と共に働く社員に対し、障害者支援のノウハウ

が学べる養成講座を実施するとともに、一定の条件を満たした企業に対し、奨励
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金を支給します。

【児童・生徒の職業的自立を目指した教育の推進】

（１）特別支援学校におけるキャリア教育の推進（教育庁）

小・中学部段階からのキャリア教育を充実し、働く喜びが体感できる指導等の

展開を図ります。

（２）生徒全員の企業就労を目指した知的障害特別支援学校高等部の設置等（教育庁）

企業就職率１００％を目指す高等部就業技術科（５校）及び職能開発科（４校）

の設置など、生徒一人ひとりの多様な進路希望に応える後期中等教育の実現に努

めます。

（３）特別支援学校高等部生徒の職場実習及び就労先の開拓（教育庁）

関係機関と連携して企業向けのセミナーを開催し、理解啓発を図った上で職場

実習や就労先の開拓を進めています。

また、就労支援アドバイザー等の民間活力を活用した就労先等の開拓に取組み

ます。

障害者就労支援の取組のイメージ
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障害者雇用・就労推進
連携プログラム２０２２

令和４年度の事業計画については、新型コロナウイルス感染症対策等
の影響により、一部事業について、中止・変更等の可能性があります。




